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　４月１日から、道路交
通法の一部を改正する法
律が施行され、自転車な
どの軽車両の交通違反に
対して「交通反則通告制
度（いわゆる青切符）」
が導入されます。
　16歳以上が対象とな
り、違反行為に対して反
則金が定められています。
　また、酒酔い運転や危
険行為の反復などの悪質
な違反は、これまでどお
り「赤切符」が交付され、
刑事罰の対象となります。

三重県警察からのお知らせ

自衛官等募集事務にかかる対象者情報の除外申出について

スマホなどの使用
反則金 円 反則金 円 反則金 円

右側通行 イヤホンなどの使用

青切符対象の主な交通違反

詳細は三重県警察ホームページをご確認ください。
https://www.police.pref.mie.jp/information/information_25.html 

自転車の交通違反に「青切符」が導入されます

　自衛官等募集事務については、自衛隊法第97条におい
て市町村の法定受託事務と定められています。当町では、
自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの資料提
供依頼に応じて、自衛官及び自衛官候補生の募集に必要
な住民基本情報を提供しています。
　具体的な事務としては、自衛隊三重地方協力本部から
の依頼により、必要な住民基本情報（住所・氏名）を宛
名シールとして作成し、提供します。
　住民基本情報の提供を望まない方は、「除外申出」の
手続きをしていただくことにより、自衛隊へ提供する情
報から除外いたします。
対 象 者：朝日町に住民記録があり、令和８年度に以下
　　　　　の年齢になる人
・18歳になる方
　（平成20年４月２日～平成21年４月１日生まれ)

・22歳になる方
　（平成16年４月２日～平成17年４月１日生まれ)
申出期限：３月31日（火）開庁日の８時30分～17時15
　　　　　分まで
申 出 者：本人または保護者（代理人）など
申出方法：管理サポート課窓口、または郵送（申出期間
　　　　　内必着）での申出となります。
　※必要書類については、町ホームページまたは管理サ
　　ポート課（役場２階）までお問い合わせください。
　※自衛隊への情報提供を希望しない場合は、申出期間
　　内に必ず手続きをしてください。
　※この手続きにより自衛隊への住民基本情報の提供か
　　ら除外されます。

問い合わせ先：管理サポート課　TEL377－5195
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